
代理人の選任（和解手続規程６条）

打切り

通知（対A・B）

苦情の取扱い【法6条16号関係】
センター規程18条、苦情取扱規程

弁護士の助言措置【法6条5号関係】
・連絡対応型（和解手続規程24条）於：あっせん室

Ｂの取下げ

ADR運営委員長案件審査

あっせん人候補
者名簿より2名以
上を指名

手続の進行

必要ある場合､申
立事項等整理人
の選任

Ａの終了の申出

（和解手続規程第34条）

被申立人であるＡ又は代理
人への説明

代理人の選任（和解手続規程第6条）

【法第6条7号関係】 （口頭､電話､普通郵便）

当事者(Ａ､Ｂ)に連絡

第N回期日

和解契約書作成

応　　諾

第1回期日

合意（和解）成立

（交互面接）

第1回期日の指定

(社労士会労働紛争解決センター愛知における和解手続（あっせん）の概要)

１４　民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法の概要 （別紙）

あっせん人2名以上

労働者Ｂよりセンターへあっ
せん依頼の申請手続

申立人であるＢ又は代理人
への説明

（受付窓口）

Ｂ又は代理人の申立て

受　　理

個別労働関係紛争 【法6条1号関係】 センター規程3条 

【法14条関係】 和解手続規程8条 
 説明者：センター事務局職員 

【法6条8号、15号関係】 
 ・申立書提出 （和解手続規程9条） 
 ・申立手数料3,240円納付 
  （現金もしくは振込納付） （費用規程4条）  
  【法6条9号、6号関係】 

 被申立人への通知・確認 

 ：規程に定める事項を記載した書  

    面、申立書写し（もしくは概要記 

    載書面）、手続説明書面及び回 

    答書の郵送（配達証明郵便） 

    （和解手続規程12条） 

【法14条関係】 和解手続規程12

条 

【法6条8号関係】 

【法6条2号、3号関係】 和解

手続規程15条、18条～21条 

【法6条4号関係】  

センター規程20条 
和解手続規程16条 

当事者による終了 

【法6条12号関係】 
和解手続規程29条 

手続実施者による

終了 

【法6条13号関】 
和解手続規程31条 

資料の取扱い 

【法6条10号関係】 

和解手続規程35条、事務文書
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